
法第３０条・雨水浸透阻害行為該当の確認（事前協議） 

※法：特定都市河川浸水被害対策法

開発事業者は下記の手順に従い、土地利用計画に関する検討及び資料作成を行い、 

あらかじめ事前協議書を提出し、法第３０条の許可についての確認を受けてください。 

事 前 協 議 手 続 き フ ロ ー 

雨水浸透阻害行為面積の整理

Start 
※注・横浜市開発事業の調整等に関す

る条例に該当する場合、行為面積

は、条例の開発事業区域面積を整理

面積とします。

（開発行為に関する工事の土地を含む）

現況土地利用の判別 

①行為区域位置図の作成

② 行 為 区 域 図 の 作 成

③現況土地利用図の作成

④土地利用毎の面積集計

計画土地利用の判別 

①土地利用計画図の作成

②土地利用毎の面積集計

雨水浸透阻害行為面積の算出 

雨水浸透阻害行為面積が

1,000 ㎡以上 

許可申請の準備（施設計画）

No 

Yes 

法令における許可

申請不要。

ただし、条例につい

ては、別途条例基準

を参照のこと。

提出書類 

・行為区域位置図(1/25,000以上) 

・行為区域図(1/2,500以上)

・現況土地利用図(1/2,500以上)

・現況地形図による土地利用毎の

面積集計表   ※様式－１

・土地利用計画図(1/2,500以上)

・土地利用計画図による土地利用

毎の面積集計表 ※様式－２

・行為前後の土地利用集計表

※様式－３



事 前 協 議 時 必 要 書 類 

事前協議における必要書類一覧（表－１） 

表－１ 事前協議時における必要書類一覧 

申 請 必 要 書 類 備 考 

①行為区域位置図 1/25,000 以上の地形図

②行為区域図 1/2,500 以上

③現況土地利用図 1/2,500 以上

④現況地形図の土地利用毎の面積集計表 様式－１ 

⑤土地利用計画図 1/2,500 以上

⑥土地利用計画図の土地利用毎の面積集計表 様式－２ 

⑦行為前後の土地利用集計表 様式－３ 

⑧公図の写し

⑨土地登記簿謄本

☆土地利用区分を証明する書類

（現地写真等：写真位置、撮影年月日記入） 
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